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第 4 章 フランスの高等教育制度と大学の設置形態 

 

白鳥義彦（神戸大学） 

 

１. 大学の設立根拠法 

歴史的に見ると、近代以降のフランスの大学に関わる重要な法律として、1896年7月10日の「総

合大学設置法」、1968年11月12日の「高等教育基本法」（Loi d'orientation de l'enseignement 

supérieur、いわゆるエドガー・フォール法）を挙げることができよう。前者の1896年の法律は、

普仏戦争敗北後に成立した第三共和政の下で、同じ都市の複数のファキュルテ（単科大学）をま

とめてユニヴェルシテ（総合大学）を創設するという形で、従来基本単位としてあったファキュ

ルテの上位にユニヴェルシテを設立することを規定し、このユニヴェルシテが行政上の単位とし

ても認知されることとなった。しかし実質的にはファキュルテの並列という従来の状況に大きな

変化をもたらすことはなかったともされる。また後者の1968年の法律は、同年5月のいわゆる「5

月革命」の影響のなかで成立したもので、この法律によって従来のファキュルテは廃止され、代

わって「教育研究単位」（UER: unité d’enseignement et de recherche1）によって大学が構成

されることとなった。またこの法律によって、大学人を指すものとして「教員＝研究者」

（enseignant-chercher）という呼称が新たに設けられ、教育と研究の双方を担うことが明示化

された。 

 1984 年の「高等教育法」（サヴァリ法）によって、大学は法人格を有する「学術的・文化的・

専門的性格を有する公共施設」（EPCSCP: établissement public à caractère scientifique, 

culturel et professionnel）2とされ、この地位によって大学には、行政、財政、教育、学術

上の自治が与えられている。このサヴァリ法は、制定後数次の改正を経て、現在では教育法典

（Code de l'Éducation）に収録されており、同法典 L711-1 条3には、 

 

学術的・文化的・専門的性格を有する公共施設は、法人格ならびに教育的・学術的・行政的・

財政的自律性を享有する、高等教育および研究のための国家機関である。これらの機関は、教

職員、学生および学外者全体の協力をもって、民主的な方法で運営される。これらは複数の専

門分野から成り、知識の進歩ととりわけ職業の実践を準備するための学術的・文化的・職業的

な教育を保証するために、様々な諸専門の教員＝研究者、教員、研究者を結集する。（以下略） 

 

と記されている。 

 さらに近年におけるフランスの大学の法的な位置づけの変化を示すものとして、2007 年 8 月

10 日に成立した、「大学の自由と責任に関する法律（Loi relative aux libertés et 

responsabilités des universités）」4がある。同法の第一条では、高等教育の公的サービスの

役割として、次の六項目が挙げられている。第一に初期教育と継続教育、第二に科学的ならび

に技術的な研究を行うことと、それらの成果の普及と活用を行うこと、第三に職業進路指導と

職業参入、第四に科学的ならびに技術的な文化と情報の普及、第五に高等教育ならびに研究の

ヨーロッパ的空間の構築への参加、第六に国際的な協力、の六点である。ここで特に注目され

るのは、若年者教育ばかりでなく生涯教育も高等教育の役割として明記されている点、職業教

育的な観点が重視されていること、ヨーロッパ的な枠組みへの言及がなされていることである。
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これらは、現在のフランスの高等教育の大きな方向性を示すものとしてとらえることができよ

う。 

 また、同法では、フランスに 85 あるすべての大学が、2012 年までに独立の基金を基盤とし

たより自律的な形態に移行することを定めている。ヨーロッパの中でも中央集権的な性格の強

い高等教育政策を推し進めていた同国としては、画期的な方針転換となっている。同法の改革

スケジュールは下図のようになっており、2009年 1月 1日現在で20大学が新形態に移行した。 

 

【大学の自由と責任に関する法律による改革スケジュール】 

1 年以内に行うべき改革／大学の統治の刷新 

①評議会の人数を 20 人から 30 人に制限し、より機能的に、大学の戦略を立てられるようにする。 

②学長は、大学のプロジェクトの責任者及び執行者として、任期は 4 年で、1 度再選可能とする。 

③大学が抱える人的資源の問題については、調停委員会（les Comités Techniques Paritaires：

CTP）を設ける。 

↓ 

新しい権限の大学への付与 

①学生に対するオリエンテーションの強化及び職業指導 

②大学による自由な教育・研究組織の創設 

③教員の採用をより迅速に行えるようにする 

④チューター及び図書館司書補としての学生の契約による雇用 

⑤大学基金の創立 

↓ 

5 年以内に行うべき改革 

①包括的予算の管理 

②人的資源に対する管理（採用、教育と研究の義務の調整、給与の管理） 

↓ 

選択しうる新しい権限 

①大学による不動産管理 

 

出典：http://www.jsps.go.jp/j-news/data/kaigai04/11.pdf 

 

２. 大学設立認可 

 大学設立認可については、教育法典（Code de l'Éducation）L711-4 条5において、 

 

学術的・文化的・専門的性格を有する公共施設（EPCSCP: établissement public à caractère 

scientifique, culturel et professionnel）は、高等教育・研究国民審議会（Conseil national 

de l'enseignement supérieur et de la recherche）の答申を受けて、政令（décret）によっ

て設立される 

 

と定められている。 

 ただし、学生数、教員数、敷地面積といった形での、大学設立・存続についての具体的な要
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件はない6。 

 

３. 諸権限の所在 

3-1 学長の任命権の所在・任命の内部手続き 

 学長の選出方法は、2007 年 8 月 10 日成立の「大学の自由と責任に関する法律」によって変

更された。従来は、運営評議会（conseil d'administration）、学術評議会（conseil scientifique）、

教務・大学生活評議会（conseil des études et de la vie universitaire）の三つの評議会が

合同で学長を選んでいたが、この法律によって運営評議会（学外者は除く）のみが学長選任の

役割を担うこととなった。この変更は、運営評議会への権限の集約ともとらえることができる。

なお、学長の任期は、この法律が制定される以前には、五年間で、連続しての再任は不可とさ

れていたが、この法律によって新たに、四年間で一回のみ再任可とされた。従来、学長の任期

が五年間であるのに対し、一方で近年のフランスの大学運営において大きな意味を有するよう

になってきている大学と国家との間の中期契約の期間が四年間となっていて、両者の間での時

期のずれによる不整合性から生じる問題の可能性が指摘されていたが7、今回の改定によって、

この不整合性は解消されることとなった。 

 学長の選出については、教育法典 L712-2 条8において、次のように定められている。 

 

大学の学長は、教員＝研究者、研究者、教授または准教授、特任教員または客員教員、ある

いはそれらに相当する全ての教職員の中から、国籍を問わず、運営評議会の選出委員の絶対多

数で選出される。その任期は 4年間とし、運営評議会の教職員代表委員の任期の終期にその期

限が切れる。一回のみ再任が可能である。 

学長がその職務を中断した場合は、その理由のいかんを問わず、新しい学長が選出され、そ

の任期は前任者の任期の終わりまでとなる。 

 

学長は、各大学のレベルで、上記のようにして運営評議会によって任命され、例えば大臣が

任命したり、各大学から選ばれた学長を追認したりといったことはない9。 

 
3-2 理事等幹部の任命権の所在 

 学内者についてはそれぞれの選出母体から選ばれ、学外者については、地方公共団体からの

者は当該の地方公共団体が選任し、それ以外の者については学長が任命する。次項「3-3 役員

会・理事会等の構成に関する条件と権限」も参照のこと。 

 
3-3 役員会・理事会等の構成に関する条件と権限 

 1968 年の「5月革命」後に制定された「高等教育基本法」（フォール法）によって、ファキュ

ルテが廃止され、大学は「教育研究単位」による編成へと変更された。またこの法律によって、

運営評議会、学術評議会、教務・大学生活評議会の設置が規定された。 

 2007 年 8 月 10 日成立の「大学の自由と責任に関する法律」によって、これら評議会の構成

に変更が加えられた。 

 まず、運営評議会については、教育法典 L712-3 条10において、次のように定められている。 
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Ⅰ－運営評議会は、以下のように配分される 20 名から 30 名のメンバーから成る。 

１．8名から 14 名の、当該大学において職務に就いている教員＝研究者および同等の人々、教

員および研究者の代表。そのうち半分は大学教授およびそれと同等の人々。 

２．7名もしくは 8名の、学外者。 

３．3名から 5名の、学生および当該大学に登録して継続教育を受けている人々の代表。 

４．2 名もしくは 3 名の、当該大学において職務に就いている技師、事務職員、技術職員、図

書館職員の代表。 

 学長が運営評議会以外から選ばれる場合には、当評議会の成員数は 1名増える。 

 

Ⅱ－運営評議会のメンバーとなる学外者は、学長と同じ任期で、学長によって任命される。こ

の学外者には、教育法典 L719-3 条の例外によって、とりわけ、 

１．少なくとも、企業の長あるいは企業の経営幹部 1名 

２．少なくとも、もう 1名の、経済・社会界での活動者 

３．地方団体あるいは地方団体の集合の代表者 2名あるいは 3名。うち 1名は当該地方団体に

よって指名された地域圏議会からの者。 

 学外者のリストは、地方団体によって指名された地方団体からの代表者を除いて、運営評議

会の選出されたメンバーによって承認される。 

 

 Ⅲ－運営評議会の選出されたメンバーの任期は、学長選出のために召集された最初の会議か

ら始まる。運営評議会のメンバーは、彼らの後継者が指名されるまで有効にその職にある。 

 

 Ⅳ－運営評議会は、大学の政策を決定する。この資格において、 

１．運営評議会は大学の機関契約を承認する。 

２．予算を議決し、決算を承認する。 

３．大学の学長によって署名された協定や協約を承認し、また政令によって定められた特別な

条件の下において、借款、資本参加の取得、支部および教育法典 L719-12 条に規定された基金

の創設、寄付および遺贈の受領、不動産の取得と売却も承認する。 

４．大学内の規則を採択する。 

５．学長の提案に基づいて、また国の優先度を尊重して、管轄の大臣によって割り当てられた

雇用の配分を定める。 

６．学長に対して法廷における全権を認可する。 

７．試験に関わる諸規則を採択する。 

８．学長によって提示される決算と事業計画を含んだ、年次活動報告を承認する。 

 運営評議会は、１、２、４、８、で述べられたものを除いて、その権限のいくつかを学長に

委任することができる。学長は、この委任に従ってなされた決定を、可能な限り速やかに運営

評議会に報告する。 

 ただし、運営評議会は自らが定める条件において、予算修正の決定を採択する権利を学長に

委任することができる。 

 投票が可否同数の場合には、学長が裁決権を有する。 
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 次に、学術評議会については、教育法典 L712-511において以下のように定められている。 

 

 学術評議会は、以下のように配分される 20 名から 40 名のメンバーから成る。 

１．60 から 80％の、教職員の代表。評議員数の少なくとも半分は教授および研究指導の資格を

有する他の人々に、少なくとも六分の一は前述のカテゴリーに属さない博士号取得者に、少な

くとも十二分の一は他の職員に、そしてそのうちの少なくとも半分は技師および技術者に割り

当てられる。 

２．10 から 15％の、初期教育あるいは継続教育に登録している博士課程学生の代表。 

３．10 から 30％の学外者で、他の機関に属する教員＝研究者あるいは研究者がこの任にあたる

ことが可能。 

 学術評議会は研究政策及び学術・技術的資料に関する政策の基本方針、さらに研究予算の配

分について意見を述べる。学術評議会は要望を提出することができる。学術評議会は初期教育

および継続教育のプログラムについて、欠員あるいは必要となった教員＝研究者および研究者

の採用に対して与えられるべき資格について、大学の様々な構成要素によって提案された研究

のプログラムおよび契約について、国家免状授与権認証の申請について、機関免状の創設ある

いは改定の案について、また機関契約について、意見を述べる。学術評議会は、教育と研究の

連携を保証する。 

 教員＝研究者に関して適用される規定を尊重し、教員＝研究者のみの代表で限定審議を行な

う学術評議会は、教員＝研究者の配置転換、他の職団に属する公務員の教員＝研究者の職団へ

の参入、研修身分の准教授の正規職員化、および教育・研究臨時職員の採用と契約更新につい

て、意見を述べる。 

 学長が評議会以外から選ばれる場合には、当評議会の成員数は１名増える。 

投票が可否同数の場合には、学長が裁決権を有する。 

 

 さらに、教務・大学生活評議会については、教育法典 L712-612において以下のように定めら

れている。 

 

 教務・大学生活評議会は、以下のように配分される 20 名から 40 名のメンバーから成る。 

１．一方での、75 から 80％の教員＝研究者および研究者の代表、および他方での、学生の代表。

これら二つのカテゴリーの代表数は同数であり、また継続教育を受けている人々の代表権は第

二のカテゴリー内において保証される。 

２．10 から 15％の、事務職員、技術職員、労働者および役務員の代表者。 

３．10 から 15％の学外者。 

教務・大学生活評議会は初期教育および生涯教育における教育の基本方針、免状授与権認証

の申請、新たな専攻の計画、および教育の評価について意見を述べる。 

同評議会はさらに、学生の進路指導の実施、既修得経験認定を可能とするための措置につい

て、就職を支援し、学生に提供される文化的・スポーツ的・社会的・団体的な活動を援助する

ための措置について、生活や勉学の条件を改善するための措置について、特に学生への援助、

学生支援機関の業務、医療・福祉サービスおよび図書館や学術資料センターに関する措置につ

いて、意見を述べる。同評議会はまた、障碍を持つ学生の受け入れを円滑にするための整備措
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置についても意見を述べる。同評議会は学生の政治的および組合に関わる自由を保証する。 

教務・大学生活評議会は要望を提出することができる。 

教務・大学生活評議会は、学生支援地方機関［CROUS］と連携しながら学生生活に関する問題

を担当する学生を 1名、副議長に選出する。 

 
3-4 大学における教職員身分 

 フランスの国立大学における教職員の身分は公務員である。 
 

3-5 教職員の採用の決定権限の所在 
 フランスの大学の教員＝研究者の採用については、まず全国レベルで空きポストが告示され、

応募資格の認定が行われる。その後、各大学において選考が行われ、採用が決定される。教職

員の採用の最終的な決定権限は、原則として学長にあると考えられる［後述の「6-2  学長の権

限」に記されている、教育法典 L712-2 条の４項を参照］。 

 
3-6 教職員の処遇（給与体系を含む）の決定権限の所在 

 2007 年 8 月 10 日に成立した「大学の自由と責任に関する法律」以降、教職員は国家公務員

のままではあるが、給与は大学から支払われることとなった。そのため、基本給の部分は統一

的であっても、特別給的な部分において、大学の決定において処遇が異なることはあり得る13。 

 
3-7 学部等の新設・改廃の決定権限の所在 

 教育研究単位 UFR の新設・改廃については、大学が決定権を有する。大学内の institut や

école については、高等教育・研究省の認可が必要である14。 

 
3-8 学位の認定権限の所在 
国家免状（diplôme national）や学位（grade）、称号（titre）の授与や定義は、国の役割と

される（教育法典 L123-1）[大場 2008 参照］。 

 

3-9 学費の決定権限の所在 

 学士、修士、博士といった国家学位の学費については、国が決定する15。ちなみに 2009 年度

の学費水準は、第一カテゴリーに属する通常の大学で、学士課程 180 ユーロ／年、修士課程 250

ユーロ／年、博士課程 320 ユーロ／年となっている。第二カテゴリーの留学生は上記にプラス

αがあり、第三カテゴリーの技師資格を取得できる機関はより高い学費が設定されている。な

お、第四カテゴリーのグランドゼコールについては、学費の設定は自由となっている。 

 
3-10 収益事業の認可範囲 

 大学は「学術的・文化的・専門的性格を有する公共施設（EPCSCP: établissement public à 

caractère scientifique, culturel et professionnel）」として設立されており、その目的か

ら外れるような収益事業を行うことはできない16。 
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3-11 土地等資産の所有権と売却の自由 

 土地、建物といった資産は、国が所有してきた。1995 年より、財務省が認可して、地方公共

団体の資金で建物を建設することが可能となった。地方公共団体によって建設された建物は、

その地方公共団体が所有する。2007 年の「大学の自由と責任に関する法律」によって、大学が

土地、建物を所有することは可能になったが、現実には施設の維持管理の負担が大きいため、

所有権を求める大学は数少ない。所有権を移転するのであれば、その前に建物の修繕を行うよ

う、大学側が政府に主張し、交渉している段階であり、多くは国が所有したままである17。 

 

3-12 建物等資産の管理責任の有無 

 大学に所有権のない建物等の資産を維持管理する責任は、大学にはない18。 

 

４. 高等教育における政府統制 

4-1 省庁における高等教育担当部局の組織構成 

 フランスには、高等教育・研究省（Ministère de l’enseignement supérieur et de la 

recherche : MESR）が存在し、高等教育政策を担っている。以下にその組織構成を示す。 

 

図 4-1 高等教育・研究省の組織構成 

 

出典：http://media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/organigramme/29/0/MESR17-03-09_46290.pdf 

 

 



 98

4-2 使命・目標・計画などの設定・承認 

 大学と国との間の、4年ごとの契約制度の中で、使命・目標・計画などは設定・承認される。 

 
4-3 評価制度・質保証制度の内容 

 フランスでは従来、高等教育の評価は 1984 年に設立された「全国評価委員会」（Comité 

national d’évaluation : CNE）によってその中心的な役割が担われてきた。CNE による評価

は、個人を対象とするのではなく機関を対象とする評価として行われ、評価対象機関による自

己評価を出発点として重視し、評価項目の選択も評価対象機関の側でイニシアティブを取るこ

とのできる部分が大きいといった諸点を特徴として有していた。一律の基準にもとづいた数量

的な評価ではなく、高等教育・研究機関の置かれているそれぞれの状況も考慮に入れつつ、よ

り良い教育や研究を実現することを求めるということを重視した評価が行われていたのである。

また CNE による評価は予算等の資源の直接的な配分とは切り離されて行われており、このこと

は CNE による評価の実効性という側面について議論を引き起こすこととなり得る反面、高等教

育・研究機関にとって受動的で型にはまった評価とならずに、ある程度長期的な視野を有しつ

つ主体的な評価を通じてそれぞれの機関のより良いあり方を求めることを可能にするという側

面も有していた。 

 このような特徴を有する CNE による評価が 20 年以上にわたって行われ、これがフランスの高

等教育機関の評価を特徴づける制度としてとらえられてきたわけだが、2006 年 4 月 18 日の研

究プログラム法（Loi de programme pour la recherche）19によって「研究・高等教育評価機

関」（Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur: AERES）が

設立され、CNE がこの AERES に統合されるなど、フランスにおける高等教育の評価制度は近年

大きく転換してきている。そこでまず、フランスにおけるこうした高等教育、研究の評価をめ

ぐる新たな動きに注目し、特にその制度的な側面を中心として検討しよう。 

はじめに、AERES の活動のあり方についてどのように定められているかを見よう。AERES は、

高等教育機関の多様性を考慮に入れて評価を行うとされる。中期契約の期間に合わせて定期的

な評価を行うことは、各機関がそれぞれの方向性に進むことをより容易にすることを可能とし、

そうして各機関の機能をより優れたものにし得る、内部評価の継続的な手続きを採用すること

を後押しするとされる。評価の方法としては、内部評価、外部評価、公的な報告、ピアによる

評価という、ヨーロッパ次元での方向性に従った原則に基づいて行われる。機関に関するデー

タの分析、現地訪問、インタビューの実施、評価報告書の執筆といった外部評価のプロセスは、

外部評価委員長の責任の下で行われる。この委員会は、公開された候補集団から、その正当性

を保証する方法に従って選ばれた専門家によって構成される。機関の評価は、その機関が自ら

の目標に到達するために用いる戦略の分析を踏まえて行われる。この分析は、地域的、国内的、

国際的という 3つのレベルでの機関の様々な行動の結果を説明する少数の方策や指標に基づい

てなされる。それゆえ、研究、教育、環境との関係、国際関係、学生政策といった、複数の分

野での戦略の性格と質とを標定することが求められる。 

また「研究プログラム法」の第 9 条第 2 項では、AERES の役割として次のような諸点が挙げ

られている20。第一に、研究の機関ならびに組織、高等教育・研究機関、科学協力機関ならび

に科学協力基金（les établissements et les fondations de coopération scientifique）、国

立研究機関（Agence nationale de la recherche）について、それらの任務と活動との全体を
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考慮に入れて評価する。第二に、これらの機関や組織の研究単位によって行われた研究活動を

評価する。その評価は AERES によって直接に行われるか、あるいは AERES によって認められた

手続きに従って、これら機関や組織に基づいて行われる。第三に、高等教育機関の教育および

学位を評価する。第四に、第一の部分で示された機関・組織の人員の評価に関する手続きを認

定し、その手続きが実行される諸条件に対して意見を示す。ここに示されていることからは、

AERES による評価は機関評価が主たるものとされていることがわかるが、個人評価の手続きの

あり方を定めるという形で、評価自体を直接行うことはなくとも、個人評価にも一定の関与を

行っていくように定められていることがうかがえる。 

 AERES には評議会が設けられ、AERES の運営にあたる。この評議会の人数は 25 名で、その構

成は 4つのカテゴリーから選ばれる人々からなり、それらは、第一に能力の認められた 9名で

そのうちの少なくとも三分の一は私的な研究部門からの者、第二に公的な高等教育・研究機関

および研究組織の長の提案に基づく、研究者、技師、教育＝研究者の資格を有する 7名、第三

に高等教育に関する評価の能力を有する機関の提案に基づく研究者、技師、教育＝研究者の資

格を有する 7 名、第四に「科学的ならびに技術的な選択の評価に関する議会事務局 Office 

parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques」のメンバーであ

る国会議員 2名である。これらのメンバーについては、制度上は必ずしもフランス人に限定さ

れてはおらず、EU 加盟国の人々、あるいはそれ以外の国際的な人々でもよい。科学的な業績の

質が認められていることが重要である。評議会の構成員に関するこうした規定からは、大学人

のみに限定されない形で、また国際的な展開を有し得る形で、メンバーを選出する方向性がう

かがえる。 

 AERESには、機関部門（section des établissements）、単位部門（section des unités）、教

育部門（section des formations）の諸部門が設けられる。第一の機関部門は、高等教育・研究

の機関ならびに組織の評価、およびこれらの機関ならびに組織の人員の評価手続きの認定とこの

手続きが行われる諸条件に関する意見を準備する。第二の単位部門は、機関ならびに組織の研究

単位（unités de recherche）の活動の評価を行う。第三の教育部門は、教育および学位の評価

を行う。 

 また、前述の評議会が審議する内容としては、第一に評価ならびに評定の手続きの質、透明

性、公開性を保証するための方策を定義づける評価文書、第二にヨーロッパ的ならびに国際的

な協力政策、第三に AERES の長の提案に基づく、部門長の任命、第四に諸研究・教育機関が国

家と結ぶ中期契約手続きの期間と合致する複数年の評価プログラム、第五に各部門の意見と、

評価委員会報告のために各部門によって準備された総括報告の認定、第六に年次報告、第七に

AERES の契約職員の採用、雇用、報酬の全般的な条件、第八に AERES の内部的規則が挙げられ

る。 

 AERES による各機関の評価は、4年毎に各機関と国家との間でなされる中期契約の期間に合わ

せてなされる。フランスの諸大学の全体は、この中期契約の年次によって 4つのグループに分

けられているが、2007 年は B群、2008 年は C群の機関が評価の対象となっている。中期契約の

制度によって、大学という単位の存在の実質化が進んだという指摘も見出されるが21、契約の

期間に合わせて AERES による評価がなされることは、こうした見方による方向性を強めるもの

としてとらえることができる［以上、本項は白鳥（2008）参照］。 
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５. 高等教育財政 

5-1 2010 年度高等教育・研究省予算 

 2010 年度の高等教育・研究省予算（承認歳出限度枠ベース／autorisations d’engagement）

は、254.3 億ユーロであり、2009 年度の 245.1 億ユーロから 3.74％の増加を記録している（MESR 

2009a, 104-107）。また、国家予算に定められた高等教育・研究省職員の雇用上限人数は 53,513

人となっており、また別途、研究機関 68,307 人、高等教育機関 113,535 人、学生支援機関

（CNOUS/CROUS）12,727 人の雇用枠を持っている（人数はすべてフルタイム換算）。 

 なお、フランスの中央省庁は、2001 年 8 月 1日の憲法補助法（la loi organique du 1er août 

2001 relative aux lois de finances: LOLF）により、業績指標とその目標値をともなうプロ

グラム予算へと移行している22。上記の高等教育・研究省予算のうち高等教育予算として位置

づけられているのは 153.3 億ユーロであり、次のようなプログラムから主に構成されている

（MESR 2009b, 18-19）。 

・プログラム 150：大学における高等教育と研究 125.1 億ユーロ 

         （人件費：33.6 億ユーロ・その他：91.5 億ユーロ） 

・プログラム 231：学生生活 20.2 億ユーロ 

         （人件費：なし・その他：20.2 億ユーロ） 

・プログラム 186：文化研究・科学的教養 1.63 億ユーロ 

         （人件費：0.35 億ユーロ・その他：1.28 億ユーロ） 

・プログラム 142：農業高等教育・研究 3.00 億ユーロ 

         （人件費：1.71 億ユーロ・その他 1.29 億ユーロ） 

・プログラム 192：経済・産業高等教育・研究（学校分） 10.4 億ユーロの一部 

         （人件費：0.98 億ユーロ・その他 9.42 億ユーロ） 

 

5-2 経常予算の機関配分方法 

 高等教育・研究省から大学等高等教育機関および研究機関への経常予算の配分方法であるが、

2009 年 12 月に実施した同省へのインタビュー調査の結果によると、次のようになっている。 

まず、予算は「教育」と「研究」に分かれており、「教育」がおおよそ 60％、「研究」が 40％

である。「教育」に関しては、在学生数と学位取得学生数をもとにした計算がなされていると

の説明を受けたが、資料等の提供はなかったため、詳細は判明していない。また、「研究」に

ついてはフォーミュラが存在し、4-3 で紹介した AERES の評価が配分額に反映する方式となっ

ている。具体的には、AERES の評価ユニット（研究機関または大学の研究グループのようなも

ので、2009 年の評価ではフランス全体で約 700 存在する）に対する研究評価（A+、A、B、C）

により、評価単位に属する研究員・教員の重みづけを行う（重みづけにあたっては、理工学系

sciences dures・医学生物学系 sciences du vivant・人文社会学系 sciences humaines et 

sociales の 3 区分が考慮される）。そして、各研究機関または大学のΣ［ユニットの研究評価

の重みづけ×ユニットの研究員・教員数］をもとに、研究資金は配分される。ただし、配分さ

れた資金は機関・大学の裁量で内部配分されるので、必ずしも機関・大学内部のユニットの［重

みづけ×研究員・教員数］の割合で配分されるとは限らない。 

ただし、上記は研究費（物件費）の配分であり、人件費はこれとは全く別途に計上されてい

る。大学やグランドゼコールと国立科学研究センター（Centre National de la Recherche 
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Scientifique : CNRS）の混成でユニットが形成されているケースもあるが、人件費はそれぞれ

の機関の給与体系に従って、個別機関に支給される。概して CNRS の給与水準の方が高いため、

優秀な研究者は、若いうちは CNRS で働き、ある程度の年齢になってから定年のない大学の教員

に移るというケースもよく見られる。 

 

5-3 競争的研究資金 

 2006 年 4 月 18 日研究プログラム法（Loi de programme pour la recherche）によって設立

された国立研究機関（Agence Nationale de la Recherche : ANR）が、研究テーマを設定して

公募（appels à projets）を行い、審査を経て研究資金補助を行っている。2009 年度の予算規

模は 8.2 億ユーロで、プロジェクト研究に 5,929 件、競争クラスターに 1,243 件の申請が提出

された（ANR 2009）。そのうち採択数は 1,212 件であり、採択率は約 22％となっている。採択

プロジェクトの規模は、学術研究で 40万ユーロ、産業界との共同プロジェクトで 87 万ユーロ

が最高額となっている。なお、ANR と同様に競争的資金の配分を行っているが、産業界の新規

起業や中小規模の企業をサポートしている機関に OSEO がある。MESR からの基盤的資金、ANR

や OSEO からの競争的資金とその受け皿となる研究機関等をまとめたのが図 4-2 である。 

 

図 4-2 所管官庁・研究資金配分機関・研究機関の新たな関係 

 

出典：Dauchez and Destruel（2009） 
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６. 機関内部の統治機構 

6-1 組織機構 

 教育法典 L711-7 条23において、「機関は、運営評議会の在任メンバーの絶対多数による、規

約に基づく議決によって、本法典およびその適用のためになされた諸政令の措置に従って、自

らの地位および内部構造を決定する。その地位は高等教育担当大臣に伝達される」と記されて

いる。したがって内部統治のための組織機構として、運営評議会が重要な役割を担うこととな

る。また、同法典 L712-1 条24では、「大学長はその決定 décisions によって、運営評議会はそ

の議決 délibérations によって、学術評議会および教務・大学生活評議会はその見解 avis によ

って、大学の運営を確かなものとする」と記されており、学長、各評議会のそれぞれの役割（の

違い）が定められている。 

 
6-2 学長の権限 

 教育法典 L712-2 条25において、学長の権限は次のように記されている。 

 

 学長は、大学の指揮を執る。この資格において、 

１．学長は運営評議会を主宰し、その審議を準備し、議決を行う。学長は大学の複数年度にわ

たる契約を準備し、実行する。学長はまた、学術評議会および教務・大学生活評議会を主宰す

る。学長はこれら評議会の意見および要望を受理する。 

２．学長は第三者に対して、また法廷において、大学を代表し、協定ならびに協約を締結する。 

３．学長は大学の収入および支出の支払い命令者である。 

４．学長は大学の教職員全体を指揮下に置く。 

  高等教育の国家アグレガシオン競争試験によって採用された教職員の最初の任用に関わる、

規約に基づく措置を除いて、学長が正当性ある不同意の意見を表明した場合には、いかなる任

用も宣言されない。 

  学長は、大学の様々な役務において、管理、技術、職工、役務の職員を任用する。 

５．学長は様々な審査員団を任命する。 

６．学長は秩序維持に責任を負い、国務院において政令によって定められた条件の中で警察力

の要請を行うことができる。 

７．学長は当該大学構内における安全に責任を負い、教職員および敷地内に迎え入れられてい

る利用者の安全を確保することを可能とする、衛生安全委員会の勧告に従うことを保証する。 

８．学長は大学の名において、運営管理の権力を行使し、この権力は法律あるいは規則によっ

て、他の権威には帰せられない。 

９．学長は、障碍者、学生、大学教職員にとって教育および建物へのアクセスが利用しやすい

ものとなるよう配慮する。 

 

 学長は、自らの提案によって選ばれた事務局による補佐を受け、その構成は大学の地位によ

って定められる。 

 
6-3 教職員採用の内部手続き 

採用選考のための委員会が設けられて、行われる。なおフランスの大学では、同一の大学内
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でエスカレーター式に准教授から教授へ昇任するということはなく、例えば教授ポストが空い

た場合にも、オープンな採用選考が行われる。 
 

７. 昨今の大学改革の進展とその効果 

フランスにおける近年の大学改革の流れとして、2006 年 4 月 18 日の研究プログラム法（Loi 

de programme pour la recherche）によって、国レベルでの研究の全体的な方向性を検討する

場として科学技術高等評議会（Haut conseil de la science et de la technologie）が設置さ

れ、財政的な側面については国立研究機関（ANR）が設けられることとなった。また評価に関わ

る面でも、従来の全国評価委員会（Comité national d’évaluation : CNE）に代えて、研究・

高等教育評価機関（AERES）がその任を担うこととなった。また 2007 年 8 月 10 日「大学の自由

と責任に関わる法律（Loi relative aux libertés et responsabilités des universités）」26

による、大学の組織面と自律性の変容なども見出すことができる。 

このように、ここ数年でフランスの大学には大きな変化がもたらされた。その流れの方向性

としては、学長を中心とする大学執行部の権限の強化と、それを通じてのそれぞれの大学ごと

のまとまりの重視、競争的な環境の導入といった観点から特徴づけることができる。またフラ

ンスの場合には、ボローニャ・プロセスをはじめとする、ヨーロッパという枠組みからの改革

の動きも大きな影響を有している27。なおこうした流れに対しては、学生のストライキなどに

も見ることができるように、否定的な立場も見出される。 
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デ
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―
 
 
 
 
―

 
 
 
 
 
 
―
 

 
 
―

 
 

―
 
 

 
―
 

 
 
―
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高
等

教
育
機
関

数
の

推
移
（

つ
づ

き
）
 

（
年
度
）
 
 

 
 

 
1
9
9
9
 
 
 
2
0
0
0
 
 
 
2
0
0
1
 
 
 
2
0
0
2
 
 
 
2
0
0
3
 
 
 
2
0
0
4
 
 
 
2
0
0
5
 
 
 
2
0
0
6
 
 
 
2
0
0
7
 
 
 
2
0
0
8
 

高
等

師
範
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c
o
l
e
s
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r
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u
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4
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4
 
 
 
 
 
 
4
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r
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i
e
u
r
e
s
 
a
r
t
i
s
t
i
q
u
e
s
 
e
t
 
c
u
l
t
u
r
e
l
l
e
s
 
 

大
学

外
の

医
療
系

学
校
 
 
 

 
 

4
3
1
 
 
 
 
4
2
0
 
 
 
 
4
2
0
 
 
 
 
4
0
9
 
 
 
 
 
4
2
0
 
 
 
 
4
2
0
 
 
 
 
 
4
1
8
 
 
 
 
4
1
2
 
 
 
 
 
4
1
0
 
 
 
 
 
4
1
0
 

É
c
o
l
e
s
 
p
a
r
a
m
é
d
i
c
a
l
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p
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r
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d
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6
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ャ
ー
ナ
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ズ
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学
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お
よ
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文
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学
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1
6
 
 
 
 
 
1
8
 
 
 
 
 
2
3
 
 
 
 
 
2
4
 
 
 
 
 
 
2
5
 
 
 
 
 
2
5
 
 
 
 
 
 
2
5
 
 
 
 
 
2
4
 
 
 
 
 
 
2
5
 
 
 
 
 
 
2
3
 

う
ち
獣
医
学
校
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 

 （
注
1
）

2
0
02
年

度
以

降
、

ア
ル

ビ
と

ニ
ー

ム
の

 
CU
F
R（

c
e
n
tr
e
 u
n
iv
e
rs
it
a
i
re
 d
e
 f
o
r
ma
ti
o
n
 e
t
 d
e
 r
e
ch
er
c
h
e 
d
e 
A
lb
i
 e
t 
N
î
me
s）

2校
を

含
む

。
2
0
07
年

に
、

ニ
ー

ム
の

C
UF
Rは

大
学

と
な

っ
た

。
20
0
8

年
に

創
設

さ
れ

た
、

「
パ

リ
東

」
（

Pa
r
i
s-
E
st
）

の
研

究
・

高
等

教
育

拠
点

（
P
R
E
S
:
 L
e
 P
ôl
e
 d
e
 r
e
ch
e
rc
h
e 
e
t
 d
'e
n
se
i
gn
e
me
n
t
 s
u
p
ér
i
eu
r）

は
大

学
と

は
考

慮
さ

れ
て

い
な

い
。

2
0
0
8
年

に
、
ス

ト
ラ
ス

ブ

ー
ル

大
学

は
、

ス
ト

ラ
ス
ブ

ー
ル
第
一

大
学
、

ス
ト
ラ
ス

ブ
ー

ル
第

二
大

学
、

ス
ト

ラ
ス

ブ
ー

ル
第

三
大

学
を

一
ま

と
め

に
し

た
。

 

（
注

2
）

S
T
Sあ

る
い

は
C
P
GE
の

ク
ラ

ス
を

有
す

る
機

関
。

農
業

ST
Sお

よ
び

C
P
G
Eに

つ
い

て
、

１
９

９
９

年
－

２
０

０
０

年
は

推
計

。
 

（
注
3
）

2
0
0
8
年

度
は

2
0
0
7
年

度
の

デ
ー

タ
。

 

出
典

 
:
 M

i
ni

s
tè

re
 
d
e 

l’
É
du

c
at

io
n
 
na

t
io

n
al

e
 e

t 
a
l
. 

2
00

9
, 
Re

pè
re

s 
et

 r
éf

ér
en

ce
s 

st
at

is
ti

qu
es

 s
ur

 l
es

 e
ns

ei
gn

em
en

ts
, 

la
 f

or
ma

ti
on

 e
t 

la
 r

ec
he

rc
he
,
 
éd

i
ti

on
 
2
00

9
, 

p
.6

9
.
 



  
1
06

106

高
等

教
育
在
学

者
数

の
推
移

（
単

位
：
千

人
）

 

（
年
度
）
 
 
 
 

 
 

 
1
9
8
0
 
 
 
 
 
 
1
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0
 
 
 
 
 
2
0
0
0
 
 
 
 
2
0
0
4
 
 
 
 
 
2
0
0
5
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0
0
6
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0
0
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0
0
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ラ
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G
E
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6
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7
3
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7
6
,
5
 
 
 
 
7
7
,
8
 
 
 
 
 
7
9
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3
 
 
 
 
 
8
1
,
9
 
 
 
 
 
8
4
,
1
 

お
よ
び
統
合
さ
れ
た
準
備
級
 
 

上
級
技
術
者
養
成
課
程
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T
S
）
 
 
 
 
 

6
7
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9
 
 
 
 
 
 
1
9
9
,
3
 
 
 
 
2
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8
,
9
 
 
 
 
2
3
0
,
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2
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0
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2
3
0
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9
 
 
 
 
2
3
4
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短
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学
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（
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U
T
）
 
 
 
 
 
 

5
3
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7
4
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3
 
 
 
 
1
1
9
,
2
 
 
 
 
1
1
2
,
4
 
 
 
1
1
2
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6
 
 
 
 
1
1
3
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8
 
 
 
 
1
1
6
,
2
 
 
 
1
1
8
,
1
 

大
学
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U
n
i
v
e
r
s
i
t
é
s
）
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I
U
T
 
お
よ
び
技
師
養
成
課
程
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除
く
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１

  
7
9
6
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1
 
 
 
 
 
1
0
7
5
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1
 
 
1
 
2
5
4
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3
 
 
1
2
8
6
,
4
 
 
1
2
8
3
,
5
 
 
 
1
2
5
9
,
4
 
 
 
 
1
2
2
1
,
1
 
 
1
2
6
5
,
8
 

技
師
学
校
（
É
c
o
l
e
s
 
d
'
i
n
g
é
n
i
e
u
r
s
）

２
 
 

4
0
,
0
 
 
 
 
 
 
5
7
,
7
 
 
 
 
9
6
,
5
 
 
 
 
 
1
0
7
,
2
 
 
 
1
0
8
,
1
 
 
 
 
1
0
8
,
8
 
 
 
 
 
1
0
8
,
8
 
 
 
 
1
1
4
,
4
 

商
業
・
経
営
・
会
計
・
販
売
学
校
 
 
 
 

1
5
,
8
 
 
 
 
 
 
4
6
,
1
 
 
 
 
6
3
,
4
 
 
 
 
 
8
3
,
2
 
 
 
 
8
8
,
4
 
 
 
 
 
8
7
,
3
 
 
 
 
 
 
9
5
,
8
 
 
 
 
 
1
0
0
,
6
 

（
É
c
o
l
e
s
 
d
e
 
c
o
m
m
e
r
c
e
,
 
g
e
s
t
i
o
n
,
 
c
o
m
p
t
a
b
i
l
i
t
é
 
e
t
 
v
e
n
t
e
）
 

医
療
・
福
祉
専
門
学
校

3
 
 
 
 
 
 
 

9
1
,
7
 
 
 
 
 
7
4
,
4
 
 
 
9
3
,
4
 
 
 
 
1
2
4
,
2
 
 
 
1
3
1
,
7
 
 
 
 
1
3
1
,
1
 
 
 
 
 
1
3
4
,
4
 
 
 
 
1
3
4
,
4
 

（
É
c
o
l
e
s
 
p
a
r
a
m
é
d
i
c
a
l
e
s
 
e
t
 
s
o
c
i
a
l
e
s
）

 

高
等
教
育
の
他
の
諸
機
関

4
 
 
 
 
 
 
 

7
6
,
0
 
 
 
 
 
1
2
8
,
5
 
 
 
2
3
2
,
4
 
 
 
 
 
2
6
3
,
7
 
 
 
2
6
5
,
1
 
 
 
 
2
6
0
,
3
 
 
 
 
 
2
5
3
,
8
 
 
 
 
1
9
0
,
9
 

う
ち
国
立
理
工
科
学
校
（
I
N
P
）
お
よ
び
技
術
大
学
（
U
T
）
 

―
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
,
8
 
 
 
 
1
1
,
7
 
 
 
 
 
 
1
4
,
0
 
 
 
1
4
,
4
 
 
 
 
 
 
1
4
,
6
 
 
 
 
 
 
1
1
,
4
 
 
 
 
 
1
0
,
8
 

高
等
教
育
合
計

5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1
1
8
4
,
1
 
 
1
7
1
7
,
1
 
 
2
1
6
0
,
3
 
 
 
2
 
2
6
9
,
8
 
 
2
2
8
3
,
3
 
 
 
2
2
5
3
,
8
 
 
 
 
2
2
3
1
,
5
 
 
 
2
2
3
1
,
7
 

 （
注

1
）

2
0
0
8
年
度

に
、
教

員
養
成
大

学
（

I
U
F
M
）
は
、

3
校
の
例

外
を
除

い
て
、

付
設
さ
れ

て
い
る

大
学
に
統

合
さ
れ

た
。

2
0
0
8
年

度
に
つ

い
て
は

、
し

た
が

っ
て

「
大

学
内

」
の

I
UF
M
（

学
生

数
6
万

2
5
0
0
人

）

も
大

学
と

と
も

に
カ

ウ
ン
ト

さ
れ
て
い

る
。

 

（
注

2
）

技
師

養
成

新
課
程

（
N
F
I
 
:
 
n
o
uv

e
ll

e
s 

f
or

ma
t
i
on

s
 d

'
in

g
én

ie
u
r
s)

も
含

む
。

 

（
注

3）
医

療
・

福
祉

専
門

学
校

に
つ

い
て

は
、

2
0
0
7
年

度
の

デ
ー

タ
を

2
0
0
8
年

度
に

継
続

し
て

い
る

。
2
0
0
1
年

度
の

保
健

に
関

す
る

デ
ー

タ
は

推
計

。
 

（
注

4
）

こ
の

グ
ル

ー
プ

は
均

質
的

で
は

な
い

（
獣

医
学

校
、

社
会

科
学

高
等

研
究

院
、

他
の

省
に

属
す

る
他

の
諸

機
関

、
国

立
理

工
科

学
校

（
I
N
P
 
:
 I
n
st
i
tu
t
 n
a
ti
o
n
al
 p
o
ly
t
ec
h
ni
q
u
e）

、
技

術
大

学
（

U
T
 :

 

u
n
i
ve
r
si
t
é 
d
e 
te
c
h
no
l
og
i
e）

等
）

。
こ

こ
に

は
ま

た
、

1
9
9
2
か

ら
2
00
7
年

度
ま

で
の

I
UF

M
の
人

数
と

、
2
00
8
年

に
大

学
に

合
併

さ
れ

な
か

っ
た

I
U
F
M（

学
生

数
1
50
0
名

）
も

含
ま

れ
る

。
 

（
注

5
）

U
T
お

よ
び

I
N
P
に

お
け

る
技

師
養

成
を

二
重

に
カ

ウ
ン

ト
は

し
て

い
な

い
。

 

【
出

典
】

M
in

i
st

èr
e
 
de

 
l’

Éd
u
ca

ti
o
n
 n

a
ti

o
na

l
e 

et
 
a
l.

 
20

0
9,
 R

ep
èr

es
 e

t 
ré

fé
re

nc
es

 s
ta

ti
st

iq
ue

s 
su

r 
le

s 
en

se
ig

ne
me

nt
s,

 l
a 

fo
rm

at
io

n 
et

 l
a 

re
ch

er
ch

e,
 é

d
it

io
n
 
20

0
9,

 
p.

1
9.
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中
等

後
教
育
進

学
率

 

 
フ

ラ
ン
ス

で
は

中
等

後
教

育
に

進
学

す
る

た
め
に
は
、
中
等
教
育
修
了
と
同
時
に
中
等
後
教
育
進
学
の
資
格
を
付

与
す
る

バ
カ

ロ
レ

ア
を

取
得

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
バ

カ
ロ
レ
ア
取
得
者
の
す
べ
て
が
中
等
後
教
育
に
進
学
す
る
わ
け
で
は
必
ず
し
も
な
い
が
、
こ
こ
で
は
バ
カ
ロ
レ
ア
取
得
率
の
推
移
を
示
し
て
お
き
た
い
。
1
9
7
0
年

に
は

2
0
％

に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
19
85

年
に
お
い
て
も

3
割

を
下
回
っ
て
い
た
バ
カ
ロ
レ
ア
取
得
率
は
、
そ
の
後
の

1
0
年
間
で
倍
増
し
、
1
9
9
5
年
に
は

6
割
を
越
え

る
が

、
そ

れ
以

降

は
そ

の
水
準

で
ほ

と
ん

ど
変

わ
ら

ず
に

推
移

し
て
い
る
。
当
該
年
齢
層
の
約

8
割
が
バ
カ
ロ
レ
ア
試
験
を
受
験
し
、

受
験
者

の
う

ち
の
約

8
割
が

合
格

す
る

こ
と

に
よ

っ
て

、

バ
カ
ロ
レ
ア
取
得
率
は

0
.
8
×
0
.
8
で

6
割
台
前
半
に
な
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
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 （
注

1）
19
9
5
年

度
お

よ
び

そ
れ

以
前

：
旧

シ
リ

ー
ズ

、
1
99
0
年

度
お

よ
び

1
9
9
5
年

度
に

つ
い

て
は

、
1
99
0
年

度
の

国
勢

調
査

の
人

口
デ

ー
タ

に
基
づ

く
。

 

（
注

2
）

1
9
9
8
年

度
お

よ
び

そ
れ

以
降

：
新

シ
リ

ー
ズ

、
1
9
9
9
年

度
の

国
勢

調
査

の
人

口
デ

ー
タ

に
基

づ
く

。
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0
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2
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